
※棒グラフ内の数は、市町村数、学校数を示す。

１　貴自治体の「地方いじめ防止の基本方針」の策定状況をお答えください。

２．いじめ防止の連絡協議会議や重大事態における再調査組織の設置について

(1)　貴自治体では、いじめ防止の連絡協議会設置をどのように考えていますか？

(2)　設置する学校で重大事態が発生し、再調査が実施される場合には、どのような組織としますか？

３　学校の基本方針及びいじめ防止等のための対応組織について

※調査対象…県立、市町村（学校組合）立、私立の小、中、高（通信制を含む）

(1)　いじめ防止対策推進法第13条に基づく「学校いじめ防止基本方針」の策定状況

(2)　いじめ防止対策推進法第22条に基づく「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」設置状況
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各市町村、各学校のいじめ防止等の取り組み進捗状況  (5月1日現在の暫定値) 
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